
令和元年10月

成年後見の申立てを行うための手続に関するご案内や，定型
的な申立書とその記入例を提供しています。また，家庭裁判
所の所在地や電話番号を掲載しています。

平日9：00～21：00　土曜日9：00～17：00

後見ポータルサイト
http://www.courts.go.jp/koukenp/

裁判所ウェブサイト（後見ポータルサイト）
こうけんさいばんしょ

または社会福祉協議会
しゃかいふく しきょうぎ かい

＊ 障害者の方の相談窓口は，市区町村及び市区町村が委託し
 た指定相談支援事業者となります。
＊ 市区町村に中核機関が設置されている場合は，そちらも利用
 できます。
＊ 相談窓口の連絡先などについては，各市区町村の窓口におた
 ずねください。
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＊申立て後は，裁判所の許可を得なければ取り
下げることはできません。

もうしたて じ ていしゅつ

判断能力が十分ではない方が
　たとえば…

補助／保佐／後見

の開始の申立て

・ 申立書
・ 診断書 （成年後見用）
・ 申立手数料 （ 1 件につき
 800 円分の収入印紙）
・ 登記手数料 （2,600 円分
 の収入印紙）
・ 郵便切手
・ 本人の戸籍謄本
　　　　　　　　　　など

1人でするには不安がある。
1人ではできない。

公正証書に
よって行います。

任意後見
契約

公証役場

･ 家を売りたいとき
･ 福祉サービスを受けたいとき
･ 遺産分割をしたいとき
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詳しくは，家庭裁判所に用意されている
一覧表などでご確認ください。

任意後見監督人
にん い こう けん かん とく にん

選任の申立て
せん にん もうし た

裁判所から事情をお尋ね
することがあります。
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本人の判断能力について
鑑定を行うことがありま
す。

（別途費用がかかります。）
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身の回りに配慮しながら
財産を管理します。
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審判内容は戸籍には記載されません。
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［申立時に提出していただくもの］


